
○東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施

行規則 

平成一四年一二月二五日 

規則第二九三号 

改正 平成一五年三月三一日規則第一〇一号 

平成一六年三月三一日規則第八二号 

平成一六年一二月二四日規則第三二七号 

平成一八年九月二九日規則第二三八号 

平成一八年一二月二二日規則第二九三号 

平成一九年一一月五日規則第二三四号 

平成二四年三月三〇日規則第九九号 

平成二五年三月二九日規則第七三号 

平成二六年三月二七日規則第二五号 

平成二六年一二月二六日規則第一八五号 

平成二八年三月二五日規則第九〇号 

平成三一年二月二八日規則第一八号 

令和元年六月二八日規則第三〇号 

東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

を公布する。 

東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行

規則 

(趣旨) 

第一条 この規則は、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に

関する条例(平成十四年東京都条例第百六十九号。以下「条例」という。)の施行につい

て必要な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

(施設) 

第三条 条例第二条第五号イ及び第六号イの東京都規則で定める施設は、別表第一のとお

りとする。 

(特定小規模貯水槽水道等の届出) 

第四条 条例第六条第一号の規定による特定小規模貯水槽水道等の設置の届出は、次に掲

げる事項について行うものとする。 

一 届出をしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名) 

二 特定小規模貯水槽水道等を設置する施設の名称及び所在地 



三 管理者がいる場合は、その者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事

務所の所在地及び代表者の氏名) 

四 水道施設の概要 

2 条例第六条第二号又は第三号の規定による特定小規模貯水槽水道等の変更又は廃止の

届出は、次に掲げる事項について行うものとする。 

一 届出をしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名) 

二 特定小規模貯水槽水道等を設置する施設の名称及び所在地 

三 変更事項又は廃止の理由 

(電子情報処理組織による届出) 

第四条の二 島しょ地域に存する町村を除く区域に設置した特定小規模貯水槽水道等に係

る条例第六条の規定による届出をしようとする者は、知事が指定する電子情報処理組織

を利用して、前条に掲げる事項を知事に送信することによって行うことができる。 

2 前条の規定による届出については、東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第三条の規定は、適用しない。 

(平一六規則八二・追加、平一六規則三二七・平一八規則二九三・一部改正) 

(特定飲用井戸等の水質検査) 

第五条 条例第七条第一項第五号の水質検査は、次に掲げる事項について行うものとする。 

一 給水を開始しようとするときに行う検査においては、水質基準に関する省令(平成十

五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 

二 定期的に行う検査においては、別表第二に掲げる事項 

(平一六規則八二・一部改正) 

(身分証明書) 

第六条 条例第十二条第二項の証明書は、別記様式による。 

附 則 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則(平成一五年規則第一〇一号) 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則(平成一六年規則第八二号) 

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 

2 平成十七年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都小規模貯水槽水道等

における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則別表第二 五の項の規定の

適用については、同項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マ

ンガン酸カリウム消費量)」とする。 

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小規模貯水槽水道等における安全

で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するもの



は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成一六年規則第三二七号) 

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。 

附 則(平成一八年規則第二三八号) 

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 

附 則(平成一八年規則第二九三号) 

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則(平成一九年規則第二三四号) 

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の

日から施行する。 

(施行の日＝平成一九年一二月二六日) 

附 則(平成二四年規則第九九号) 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則(平成二五年規則第七三号) 

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一 三の項の改正規

定(「、共同生活介護」を削る部分に限る。)及び同表四の項の改正規定(「自立支援法」を

「障害者総合支援法」に改める部分を除く。)は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則(平成二六年規則第二五号) 

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則(平成二六年規則第一八五号) 

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。 

附 則(平成二八年規則第九〇号) 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則(平成三一年規則第一八号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和元年規則第三〇号) 

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正

されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。 

別表第一(第三条関係) 

(平一五規則一〇一・平一八規則二三八・平一九規則二三四・平二四規則九九・平

二五規則七三・平二六規則一八五・平二八規則九〇・平三一規則一八・一部改正) 

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(同条に規定する大

学を除く。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項

に規定する各種学校のうち主として十八歳未満の者が在学するもの 



二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二

項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第

百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サ

ービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、

就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援及び共同生活援助に限る。)を行う施設(他の項に掲げるものを除く。) 

四 障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十五項に規

定する地域活動支援センター及び同条第二十六項に規定する福祉ホーム 

五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体

障害者福祉センター 

六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する児童

発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第七条第一項に規定する児

童福祉施設(同項に規定する児童家庭支援センターを除く。) 

七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(同

条に規定する老人介護支援センターを除く。)及び同法第二十九条第一項に規定する有

料老人ホーム 

八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健

施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院 

九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設

(同項第五号に規定する宿所提供施設を除く。) 

十 日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的

とする施設であって児童福祉法第三十五条第三項の届出をしていないもの又は同条第

四項の認可を受けていないもの(同法第五十八条の規定により児童福祉施設の認可を

取り消されたものを含む。) 

別表第二(第五条関係) 

(平一六規則八二・平二六規則二五・一部改正) 

一 一般細菌 

二 大腸菌 

三 亜硝酸態窒素 

四 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

五 塩化物イオン 

六 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 

七 pH値 

八 味 

九 臭気 



十 色度 

十一 濁度 

十二 水道施設の周辺における化学物質等の使用、排出実態等の状況を勘案し、知事が

必要と認めるもの 



 



別記様式(第6条関係) 

(平16規則82・全改、令元規則30・一部改正) 

 


